
居 合 道 六 段 お よ び 七 段

期  日

令和元年 11月 30日 (土 )

受付開始 0終了および審査開始時刻
(1) 六段審査会

受付時間 午前 9時 15分～午前 9時 45分 まで
審査開始 午前 10時 (予定)

(2) 七段審査会

受付時間 午前 11時 30分～ 12時 (正午)まで
審査開始 六段実技審査終了後

3.会  場

江戸り|1区スポーツセ ンター                ,
(東京都江戸り|1区西葛西 4-2-20)   電 話  03-3675-3811
*別紙案内図参照

主  催

全
‐
日本剣道連盟

審査方法

全 日本剣道連盟 居合道称号 。段級位審査規則 。細則ならびに同実施要領による。

審査科 目

六段 。七段 とも、次による。

実 技  6本
(当 日開始時に全 日本all道連盟居合の中から6本を指定する。 )

※ 演武時間は 7分以内とし、正面の礼より計測 し、正面の礼を終了し、携刀
姿勢になるまでとする。太刀は真貪」とし、下げ緒を結東すること。

審 査 会 (東京)要 項

全 日本tll道連盟
1.

2.

4.

5.

6.

7. 受審資格

(1)六   段

平成 26年 1

(2)七  段

平成 25年 1

(2) 申込締切

(3)申 込 先

8.

1月 30日 以前に五段を取得 した者。

1月 30日 以前に六段を取得した者。

年齢基準

審査 日の当日 (令和元年 11月 30日 )と する。

申 込 み

(1) 申込方法  受審を希望する者は、登録連盟を通じて申込むこと。
各都道府県剣道連盟会長は、申込者を一括して本連盟会長宛に

送付すること。なお、個人直接の申込みは受理しない。
令和元年 9月 13日 (金 )

〒n鯛腸i5東京部台斎区東上野詳卿

爵団法賛東京都剣道連盟居合道部会

受付終了後は、審査の進行止、一切受付けません。必ず時間を厳守 してください。

9.



(4)申 込 書
ア 各段位ごとに所定の用紙による。

イ 現在受有段位の取得年月日、生年月日は正確に記入すること。

(記載のない場合または虚偽の場合は受審を認めない。)

※ 各都道府県倹1道連盟は受審申込者に受付時間を周知徹底してください。
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11。 合格発表

審査終了後、受審番号により合格者を発表する。後日、合格者決定通知と証書を

各都道府県剣道連盟に送付するとともに全剣連月刊 「剣窓」 1月 号および全剣連

ホームページ (httpS:〃Ⅷw.kendO.or.jp/)に 合格者の氏名を掲載する。

12.日 本刀および貴重品の自己管理の徹底について

受審者は、日本刀および貴重品については自己管理を徹底し、盗難防止に努めること。

万一、盗難事故が発生した場合にも、主催者はT切責任は負いません。

13.安全対策   .
受審者は、各自十分に健康管理に留意し本審査会に参カロすること。

受審者は、健康保険証を持参のこと。

高齢の参加者については、特に留意のこと。

主催者において、審査実施中、傷害発生の場合は、医師または看護師により応急処置を

講じ、病院等で治療を受けられるよう手配する。この場合、当日の治療費 (手術、入院費

は含まない)は主催者が負担する。

なお、主催者は、審査中の参カロ者の事故に対し、 (審査会場への往復途上を含む)傷害

保険に加入する。

14.個人情報保護法への対応

※以下を申込者に周知して下さい。

申込書に記載される個人情報 (登録県名、漢字氏発、カナ氏名、生年月日、年齢、称号
。段位、職業等)は全 日本剣道連盟および地方代表団体 (各都道府県剣道連盟)が実施

する本審査会運営のために利用する。なお、登録県名、氏名、年齢等の最小限の個人情

報は必要の都度、目的に合わせ公表媒体 (掲示用紙、ホームページ、僕1窓等)に公表する

ことがある。更に、居合道普及発展のためマスコミ関係者に必要な個人情報を提供する

ことがある。

15。 注意事項

(1)受審者は、各都道府県剣道連盟に、本人の申込み受理の確認を審査会前日までに

行い、参力日すること。

(2)審査会場に、車での来場は一切禁止とする。


